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一般貨物自動車運送事業者の事業停止 

及び輸送施設の使用停止処分について 

 

 下記の一般貨物自動車運送事業者に対し監査を実施した結果、貨物自動車運送事

業法等関係法令に違反する事実が確認されたことから、令和８年４月１７日付けで、

貨物自動車運送事業法第３３条の規定に基づく一般貨物自動車運送事業の事業停止

及び輸送施設の使用停止の行政処分を行いましたので、お知らせいたします。 

 

                     記 

 

１．処分対象事業者 

  ・事業者名 ： ブルーラインサービス株式会社 

  ・住 所 ： 沖縄県宜野湾市伊佐４丁目１０番９号 

  ・代表者名 ： 門口 亮 

 

２．処分内容 

・処分年月日 ： 令和８年４月１７日 

・当該事業者の一般貨物自動車運送事業について、７日間の事業停止処分 

及び２１４日車（１５両×１３日、１両×１９日）の車両停止処分 

 

３．違反行為の概要等 

令和７年１１月２７日に当該事業者（本社営業所）に対し監査を実施した

ところ、酒気帯び運行の業務や飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反等、合計

１０件の貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事実が確認され

ました（詳細は別紙参照）。 

その結果、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」（平成２

１年９月３０日付け沖縄総合事務局長公示第５６号、令和７年３月２７日一

部改正）（※）４及び５（３）表①に該当。 

 

（※）沖縄総合事務局運輸部ＨＰに掲載しています。 

https://www.ogb.go.jp/unyu/gyousei/004155/unyu_gyousei_1 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

運輸部監査指導課 具志堅・友利 

TEL 098-866-1837（直通） 



別紙

沖縄総合事務局運輸部監査指導課

(1) 行政処分又は命令の年月日 令和８年４月１７日

(2)
事業者の氏名又は名称及び主たる
事務所の位置

ブルーラインサービス株式会社
沖縄県宜野湾市伊佐４丁目１０番９号

(3)
当該行政処分又は命令に係る営業所の名
称及び位置

本社営業所
沖縄県宜野湾市伊佐４丁目１０番９号

(4) 行政処分又は命令の内容 事業の停止処分７日間及び輸送施設の使用停止処分２１４日車

(5) 主な違反条項
貨物自動車運送事業法第１５条第１項
貨物自動車運送事業法第１５条第４項

(7)
当該行政処分により当該営業所に付された
違反点数及び事業者の累積点数

（当該営業所）　　　４５点
（事　業　者）　　　　４５点

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

(6) 監査実施の端緒及び違反行為の概要

酒気帯び運転による事故の情報を端緒として、令和７年１１月２７日
に監査を実施したところ、１０件の違反が確認された。

（１）酒気帯び運行による業務があったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第１項１号）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第５項）

（２）運転者の健康状態の把握が不適切であったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第１項第１号）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）

（３）定期点検整備を実施していない事業用自動車があったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第１項第２号）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の３）
　　　（道路運送車両法第４８条）

（４）整備管理者に研修を受けさせていなかったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第１項第２号）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の５）

（５）飲酒運転防止に係る点呼の実施を怠っていたこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第４項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項～第３項）

（６）乗務等の記録に不実の記載をしていたものがあったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第４項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

（７）運行記録計による記録を怠って運行していた事業用自動車が
　　あったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第４項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

（８）運転者に対する輸送の安全確保についての指導監督を一部
　　怠っていたこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第４項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

（９）初任運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める特別な指導
　　を怠っていたこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１５条第４項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

（10）車両数に応じた数の運行管理者を選任していなかったこと。
　　　（貨物自動車運送事業法第１６条第１項）
　　　（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第１項）


